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役員の選解任方針 

当社は、役員の選解任及び役員報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化

を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、全ての独立社外取

締役及び代表取締役で構成しております。役員の選解任方針については、指名・報酬委員会において

審議の上、取締役会において制定しております。同方針は以下のとおりです。 

 

1. 監査等委員でない取締役候補者の選任方針 

（1）社内の監査等委員でない取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取

締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 

 経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有すること。 

 十分な社会的信用を有すること。 

（2）社外の監査等委員でない取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取

締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 

 各取締役の知識・経験・能力を一覧化したスキル・マトリックスに定める専門分野における高

い見識や豊富な経験を有し、当該専門分野での相応の実績を挙げていること。 

 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長

期的な企業価値の向上を図るという観点からの助言を行うために必要な資質を有すること。 

 「独立社外取締役」については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと。この場合に

おいて、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことについては、「3. 独立社外役員の

独立性基準」及び東京証券取引所の独立性基準に則る。 

 

2. 監査等委員である取締役候補者の選任方針 

監査等委員である取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、監査等委員会

の同意を得て、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 

 各取締役の知識・経験・能力を一覧化したスキル・マトリックスに定める専門分野における高い

見識や豊富な経験に基づき、取締役の職務の執行の監査及び監督を客観的かつ的確、公

正かつ効率的に遂行できること。 

 十分な社会的信用を有すること。 

 「独立社外取締役」については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと。この場合に

おいて、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことについては、「3. 独立社外役員の

独立性基準」及び東京証券取引所の独立性基準に則る。 

 

3. 独立社外役員の独立性基準 

当社は、社外取締役又はその候補者が、以下のいずれかに該当する場合、独立社外取締役としての

独立性を有しないものとみなす。 

（1）当社又は当社の子会社の業務執行者 

（2）当社を主要な取引先とする者（直近事業年度における当社との年間取引額が、その連結売上

高の 2％以上となる者をいう。）又はその業務執行者 
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（3）当社の主要な取引先（直近事業年度における当社との年間取引額が、当社の売上高の 2％

以上となる取引先をいう。）又はその業務執行者 

（4）当社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 

（5）当社の議決権の 10％以上を直接又は間接的に保有している当社の大株主、又はその業務執

行者 

（6）当社から役員報酬以外に多額（直近事業年度において個人の場合は年間 1,000 万円以上、

又は、法人・組合等の団体の場合は総収入の 2%以上をいう。）の金銭その他の財産を得てい

るコンサルタント、会計専門家、又は法律専門家 

（7）過去 10 年間のいずれかにおいて(1)に該当したことがある者 

（8）過去 3 年間のいずれかにおいて(2)から(7)までに該当したことがある者 

（9）上記(1)から(8)までに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者 

 

4. 取締役の解任基準 

当社は、取締役が下記の解任基準に該当する事実が生じた場合、指名・報酬委員会において審議の

うえ、対象となる取締役が監査等委員である場合は監査等委員会の同意を得て、取締役会にて、対

象となる取締役の解任議案を株主総会に上程することを決議する。 

 

（解任基準） 

（1）公序良俗に反する行為を行った場合 

（2）健康上の理由により、職務の継続が困難となった場合  

（3）職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していないと認められる場合 

 

 

以上 


